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特許庁における
知的財産に関する

大学の活動推進と人材育成
への取組み

平成１９年２月６日

特許庁

資料 ６
（特許庁提出資料）
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イノベーション促進のための特許審査改革加速プランイノベーション促進のための特許審査改革加速プラン20072007
（（ＡＭＡＲＩプランＡＭＡＲＩプラン20072007））
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特許審査を巡る環境変化特許審査を巡る環境変化

・01年10月から、特許出願後、審査請求を行うまでの期間を７年から３年に短縮。
04年度以降、審査請求件数は大きく増加。06年度は減少に転じている。

・一次審査件数は着実に増加。

・07年度には、大幅な増加が見られた04年度の審査請求案件の審査に本格着
手。一次審査件数を増加する努力を前提としても、同年度にかけて審査順番待
ち期間を短縮することには相当の困難が伴うものと見込まれる。

・こうした中にあっても、07年度においては、審査順番待ち期間は28月台を維持。

特許審査迅速化・効率化に係る数値目標の点検・改定特許審査迅速化・効率化に係る数値目標の点検・改定

① 一次審査件数

審査順番待ち件数と審査順番待ち期間

万件

0

20

40

60

80

100
審査順番待ち件数

審査順番待ち期間

年度 予測
02 03 04 05 06 07

30

20

25

～

51.9 51.1 65.2 79.3 86

26.4
27.9

26.3
25.7

28

～

28月台

○06年１月、「行政改革の重要方針」を踏まえ、「特許審査・迅速化効率化のための行動計画」を策定。
迅速化・効率化に係る数値目標とその実現のための取組をとりまとめ。

○10月、安倍内閣の基本方針、「経済成長戦略大綱」等を踏まえ、行動計画の進捗状況を点検しつつ、
「イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン」（ＡＭＡＲＩプラン）をとりまとめ。

○今般、行動計画の数値目標を改定するとともに、プランの重点施策を拡充し、これらを一体化。プラン

を深化・発展させる形で「イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007」 （ＡＭＡＲＩプラン
2007）を策定・公表。

行動計画

ＡＭＡＲＩプラン
４分野20項目

ＡＭＡＲＩプラン2007
４分野26項目

06年度目標
約29万件

（１）特許審査迅速化に係る目標

② 審査順番待ち期間

（２）特許審査効率化に係る目標

① 審査官一人当たりの年間処理件数（請求項ベース）

07年度目標
約31万件（＋6.9％）

06年度目標
約28月 c 07年度目標

28月台

06年度見込み
約1,300項

07年度目標
1,300項以上

06年度見込み
19.2万件

07年度目標
22.6万件（＋18.0％）

06年度見込み
約2.3万円

07年度目標
2.3万円以下

② 先行技術調査の民間外注の拡大

③ 審査にかかる直接コスト

13年目標
11月（世界最高水準）
（「経済成長戦略大綱」
及び「経済財政運営と構
造改革に関する基本方
針2006」）

10年度目標
約1,400項

（５年間で約30％の増）

10年度目標
約24万件

（５年間で約25％の増）

10年度目標
約2.2万円

数値目標

政策対応

一体化

月

（05年度：24.5万件）

（05年度末：25.7月）

（05年度：1,137項）

（05年度：18.7万件）

（05年度：2.7万円）

c
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第１ グローバルな権利取得の促進と知財保護の強化

＜外国特許庁との協力＞
○ 日韓間における特許審査ハイウェイの開始【07年４月～】。日米間でも、試行
の結果を踏まえて本格実施【07年７月】。欧州、英、独、加、豪等の各特許庁と
の間での実現につき、早期に結論を得る。

○ ＥＰＡ交渉等を活用し、アジア地域の途上国（インドネシア、ブルネイ、インド、

ベトナム等）に対する知的財産制度の整備に向けた協力等を実施【随時】。

○ 特許取得手続におけるＡＰＥＣ協力イニシアティブについて、閣僚レベルでの合

意を目指す【07年度中】。

＜制度の国際調和の推進＞
○ 日米欧三極間における出願様式の統一について、実務上の検証【07年度中】、
ＰＣＴ規則等の改正【08年度】を経て、運用開始を目指す【09年４月～】。

○ 各国の特許出願手続の調和、出願手続の簡素化等を内容とする「特許法条

約」への早期加盟に向けて検討を行い、結論を得る【07年度中】。
○ 先願主義への統一を含む｢実体特許法条約｣草案の合意を目指す【07年中】 。

＜アジア等における模倣品対策の強化＞
○ ｢模倣品・海賊版拡散防止条約｣(仮称)の早期実現を目指す。
○ 先進国（豪、スイス等）とのＥＰＡにおける高いレベルの模倣品対策関連規定

の追及【随時】。

○ 官民合同模倣品対策合同ミッションの派遣拡大(中国に加えＡＳＥＡＮ諸国にも
派遣)【07年度】。

○ 消費者への普及啓発、日仏共催の模倣品対策フォーラムの開催【07年３月】
及び企業の模倣品対策に対する支援の拡充【07年度】。

第４ 地域・中小企業の知財活用に対する支援の強化第２ 特許庁による審査迅速化・効率化に向けた更なる取組

第３ 企業における戦略的な知財管理の促進

ＡＭＡＲＩプランＡＭＡＲＩプラン20072007 重点施策（４分野・重点施策（４分野・2626項目）項目）

○ 任期付審査官の増員など必要な審査官の確保【07年度～】。
○ 先行技術調査の民間外注の拡大【07年度～】。登録調査機関の新規参入を
実現【少なくとも１法人については07年度上半期】。

○ 「品質監理室」（仮称）を設置し【07年４月】 、審査の品質管理体制を強化。
○ 光ディスクなど重要技術分野における学術文献等ＤＢの構築【07年度～】。

○ 特許庁長官等と企業のトップとの意見交換（トップ懇談）の着実な実施【07
年度は実務レベルを含めて80社】。

○ 産構審知的財産政策部会の意見を聴取しつつ、｢戦略的発明管理ガイド

ライン(事例集)｣(仮称)の策定・公表【06年度内又は07年度初頭】。

○ 大臣と有識者が意見交換を行う「特許戦略懇談会」の開催【07年度前半】。

○ 優れた知財活動を行う特許戦略優良企業に対する表彰【07年4月】。「知
財で元気な企業2007」（仮称）の公表【07年４月】。

○ ｢特許行政年次報告書2007年版｣【07年６月又は７月に公表予定】及び
「特許戦略ポータルサイト｣(仮称)【07年度中に試行開始】による、企業の
知財戦略立案に資する情報提供の実施。

○ 出願・審査請求構造の改革の実現を目指し、①海外への出願比率3割、
②先行技術調査の充実による特許査定率2割向上、③企業における一元
的な管理体制の整備を促す【随時】。

○ 特許電子図書館（ＩＰＤＬ）の機能強化【07年３月中】 、特許と論文情報の
統合検索を可能とするための特許公報照会システムの運用開始【07年１
月中】。

○ （独）工業所有権情報・研修館において、審査官端末と同等のサーチ端末

を用いて実施している研修について、受講定員を拡大【07年度～】。

○ 活動・成果目標に基づく地域知財戦略本部の活動の充実【07年度～】。

○ 特許先行技術調査に対する支援の更なる拡充【07年度～】。

○ 地域における相談窓口である知財駆け込み寺の機能強化【07年度～】。

○ 中小企業支援施策の普及の抜本的強化【07年度～】 。
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（備考）特許庁調べ ※2006年は暫定値
※出願人が大学長又は大学を有する学校法人名の案件、及び、承認TLOの案件を検索・集計
（企業等との共同出願で、筆頭出願人が大学・承認TLOではない案件も含む）

○大学からの特許出願件数の伸びは、2005年から2006年にかけて微増と、一段落。
○各大学別にみると、特許出願件数が増加した大学と減少した大学とは半々。
→大学ごとに戦略的な知的財産活動が行われてきている。

大学の知的財産活動（特許出願・審査請求・特許率）大学の知的財産活動（特許出願・審査請求・特許率）大学の知的財産活動（特許出願・審査請求・特許率）

特許出願件数

2005-2006年に特許出願した
大学・ＴＬＯ：２２８機関※

そのうち、
出願件数が増えた機関 ：１０７

出願件数が変わらない機関： １９
出願件数が減った機関 ：１０２
※特許出願した大学・ＴＬＯの機関数

2005年：１９８機関
2006年：２０９機関

（2006年に新規参入した機関：３０、出願がなかった機関：１９）
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（備考）特許庁調べ ※2006年は暫定値
※出願人が大学長又は大学を有する学校法人名の案件、及び、承認TLOの案件を検索・集計
（企業等との共同出願で、筆頭出願人が大学・承認TLOではない案件も含む）

※特許率＝特許査定件数／（特許査定件数＋拒絶査定件数＋取下げ・放棄）

○特許審査を受ける出願が急増している。
→特許審査に対する対応が求められてくる。
○特許となる比率は約６０％とほぼ一定。

大学の知的財産活動（特許出願・審査請求・特許率）大学の知的財産活動（特許出願・審査請求・特許率）大学の知的財産活動（特許出願・審査請求・特許率）
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特許流通アドバイザー
の派遣

大学等の保有する特許
シーズと導入企業の
発掘を行い知的財産の
技術移転を支援

○大学研究者向けセミナー
の開催（弁理士相談可）

○大学研究者向け知財
テキストの配布

○特許情報の提供

○大学等向けIPDL公報
固定アドレスサービス

○特許料、審査請求料
の減免措置

○大学関連出願の
早期審査

発明の創出段階 権利化段階 権利の活用段階

産業界

ライセンス料

特許流通ＤＢの提供
大学等の保有する特許
シーズをデータベースに
無料で登録し、特許の
流通を円滑に促進

技 術 移 転

特許文献
5,550万件

○大学知的財産
アドバイザーの派遣

○知的財産管理体
制構築マニュアル
の提供・セミナーの
開催

特許電子図書館(IPDL)

大学研究者
の発明創出

大学知財本部

機関帰属

TLO
（内部型・外部型）

大 学

大学における知的財産の

取得・管理・活用部門

大学の知的財産活動への支援策大学の知的財産活動への支援策大学の知的財産活動への支援策

大学における知的財産研究プロジェクト

発明の創出から権利活用までの網羅的な支援策を展開

特許出願動向調査
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大学等向けＩＰＤＬ公報固定アドレスサービス
○サービス開始！ 平成１９年１月２９日～

○利用者：大学等※の職員、研究員、学生
※大学、高専、大学共同利用機関、独法、国・地方公共団体の試験研究機関
（知的財産基本法第2条第3項）

○登録機関数：５１（平成１９年１月末現在） 登録受付中！
○活用例
（１）大学ＨＰに掲載の特許出願リストに公報ＵＲＬ
を貼り付け

（２）大学知財本部が行った従来技術調査結果を
公報ＵＲＬ付きで研究者にメール送信

→特許公報へ容易にアクセス可
（３）大学が開発した検索システムで特許公報を
取得する際、固定ＵＲＬでＩＰＤＬにアクセス

→システムの分散化が可能

特許情報の活用のための環境整備（１）特許情報の活用のための環境整備（１）特許情報の活用のための環境整備（１）

特許公報の検索
（公報のＵＲＬ ）

http://www.ipdl.ncipi.go.jp/ JPA_2006123456.pdf
・・・・・

公報全文の照会・表示

（固定URL)

特許情報
DB

IPDL 研究者

平成１９年３月末にリリース予定
○国内・外の特許公報が同時に検索可能に
○入力可能な検索項目数の増加
平成１８年１０月リリース済み
○経過情報に特許公報がリンク
○各種特許分類を組み合わせて検索可能に

特許電子図書館（IPDL）のサービス拡充

「分割出願
情報」が
追加

クリックで
特許公報
が表示

論文情報と特許情報の統合検索システムへ
（文部科学省）

活
用
例
（２）

eメール
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特許情報の活用のための環境整備（２）特許情報の活用のための環境整備（２）特許情報の活用のための環境整備（２）

情報・研修館（IPDL）

公報全文の
照会・表示
（固定URL)

論文データの
照会・表示

検索システム
（ソフト＋ハード）

検索システム
（ソフト＋ハード）

統合検索システム

JST

特許情報
DB 論文DB

JST

JST

・公共財としての特許情報が

研究現場で使いやすくなる

・研究者にとって論文情報と同様に特許情報
が身近になる

・特許庁と文部科学省の連携による加速的開
発整備

ポイント

既存システムの抜本的改善

特許情報 論文情報

論文情報と特許情報の統合検索システム
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特許情報の活用のための環境整備（３）特許情報の活用のための環境整備（３）特許情報の活用のための環境整備（３）

平成１８年度 大学における知的財産権研究プロジェクト
（特許庁事業）
山口大学「大学における研究者用特許情報データベース活
用モデルの構築と検証」

○大学研究者の特許情報利用に関する現状調査
（ヒアリング及びアンケート）
○上記調査結果をもとに、大学研究者のための特許情報
活用モデルを提案
○特許情報活用モデルの一形態として、特許マッピングの
ｅラーニングソフト（プロトタイプ）を開発・公表予定

イメ
ージ

一例


